
 
 
 
 
 

入 札 案 内 書 
令和５年度 第２回 

 
 
 

別紙公告のとおり、立木の資格付一般競争入札を施行しますので、

添付の入札条件を合わせて参照のうえ、入札にご参加ください。 

 

 

 

入札及び開札の日時  令和５年７月２５日（火） 

１０時３０分締切、即時開札 

入札及び開札の場所  三陸北部森林管理署２階 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

東北森林管理局 三陸北部森林管理署 

住 所 〒０２７－００２２ 

岩手県宮古市磯鶏石崎４番６号 

電話番号 ０１９３－６２－６４４８ 

     ０５０－３１６０－５９００（ＩＰ） 

Ｆ Ａ Ｘ ０１９３－６３－４８７２ 



立 木 公 売 の 公 告
（ 第２回 ）

【資格付き一般競争入札】

１．入札及び開札の日時 令和５年７月２５日 １０時１５分受付開始

１０時３０分締切 即時開札

２．入札及び開札の場所 三陸北部森林管理署 会議室

３．現地案内

別紙現地案内書のとおり。

４．公売物件

（１）物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書及び公

売物件一覧表のとおりです。

（２）各物件の林齢は内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際の林齢とは必

ずしも合致しない場合もありますのでご承知おき下さい。

（３）引渡期間は代金納入の日又は延納担保提供の日から１５日以内とします。

５．郵便入札

（１）郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、内封筒には入札書、外封筒には資格付

一般競争参加資格決定通知書の写し又は最寄りの森林管理局長発行の入札参加資格証明

書を入れ、書留郵便又は配達証明郵便により入札前日令和５年７月２４日の１７時００

分までに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。

（２）送付先は次のとおりです。

郵便番号 ０２７－００２２

住 所 岩手県宮古市磯鶏石崎４番６号

宛 名 三陸北部森林管理署長

入札書在中（朱書きで記載）

（３）郵便入札の場合は、不落札の場合に直ちに行われる再度入札に参加できません。

６．契約の締結期限 令和５年８月１１日までとします。

７．代金の納入期限 契約締結の日から起算して２０日以内とします。

８．代金の延納

（１）延納期間は、法令の定める範囲内とします。

（２）延納利息は、法令の定めにより１．００％とします。

（３）延納担保の提供期間は、契約締結の日から起算して２０日以内とします。

（ただし、分収造林に関して分収対象者へ納付する分収代金は現納のみとし、延納は認

めません。）

９．特約条項及び特記事項

（１）公売物件明細書のとおり。

（２）本入札の物件には、分収造林契約の候補地が含まれます。落札者が分収造林契約を希



望する場合、契約相手方の要件（分収造林地の造林、保育及び保護義務の履行が確実で

あること等）を満たせば、分収造林契約を締結することが可能です。詳細については、

三陸北部森林管理署（経営担当・管理担当）にお問い合わせ下さい。

なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件ではありません。

10．入札条件等

この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約

款」並びに入札条件等を熟覧のうえ入札願います。

詳細は、東北森林管理局又は当署のホームページに掲載されているほか、下記の担当へ

問い合わせ願います。

岩手県宮古市磯鶏石崎４番６号

三陸北部森林管理署 業務グループ 経営担当

問い合わせ先 TEL０１９３－６２－６４４８

令和５年７月３日

分任契約担当官

三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁



入 札 条 件

１．競争入札の資格

森林管理局長から、競争参加資格決定通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加で

きません。

２．資格認定

（１）入札参加者は、競争参加資格決定通知書あるいは入札参加資格証明書を持参のうえ、

受付に提示し確認を受けてください。

（２）入札者が、代理人によるときは委任状を提出し、代理人本人であることを証明する資

料（運転免許証など）を提示しなければなりません。

また、入札執行場所に入場できる者は、１社につき入札者及び随行者の２名以内とし

ます。

３．売払物件の熟覧等

売払物件は、別紙売払物件明細書のとおりであり、契約書案を参照し、現物熟覧のうえ、

国有林野産物売払規程を遵守して入札してください。

なお、概算売払の場合は、これから生産する見込みの物件ですから、現物は熟覧できま

せんので、物件内訳書によって入札してください。

４．入札の方法

（１）入札は売払番号毎に総額入札で行います。

（２）入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署等名、入札者名、入札年月日を記載し、

入札締切時刻前に入札箱に入れてください。

（３）入札書に改元前の年号、変更前の消費税が記載してある場合は、見え消しした上で入

札箱に入れてください。

（４）いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は取消しをすることができません。

（５）開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らの入札書を無効にしたい旨の申し出が

あっても受理しません。

５．落札の決定

（１）開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者を

落札者とします。ただし、同金額の最高入札者が２名以上のときは、直ちにくじで落札

者を決めます。

（２）落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

また、どのような理由によっても落札を無効にすることはできません。

６．入札保証金等

免除します。ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額（入札書に記載された

金額の100分の110に相当する金額）の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。

また、違約金を森林管理署長等が指定する日までに納入しないときは、違約金を納入す

るまでの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を付与しないことがあります。

７．契約保証金

免除します。ただし、買受人が契約を履行せずに契約を解除した場合は、契約代金の100

分の10に相当する金額を違約金として徴収します。

なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は入札参加資格決定通

知書を交付しないことがあります。



８．無効な入札

（１）競争参加不適格者が入札したもの。

（２）入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者が入札したもの。

（３）汚染、損傷、又は記入漏れ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないも

の。

（４）自筆署名（本人が署名したものは押印がなくてもよい）、または記名（本人が自筆署名

せず他人が書いたり、ゴム印等で指名を表示したもの）押印のいずれも無いもの。

（５）入札金額を単価で入札したもの。

（６）代理人が入札する場合で、委任状の提出が無いもの及び入札書に代理人の自筆署名又

は記名押印のいずれか無いもの。

（７）入札金額を訂正したもの。

（８）郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達

しなかったとき。

（９）入札保証金（その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。）が定められた日時

までに納付が無いか、又は納付金額に不足があるとき。ただし、入札保証金の納付を免

除した場合を除く。

（10）同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理

人が他の入札者の代理をした入札。

（11）その他入札条件（入札公告や入札説明書等に記載された条件）に違反した入札書。

９．契約の成立

契約は、契約書を作成し、契約担当官が契約の相手方とともに記名押印したときに成立

します。

10．契約書案

契約書案は、当森林管理署に備えてありますから閲覧ください。

11．入札書用紙

入札書の用紙は、最寄りの森林管理署又は当日入札場の受付から受け取ってください。

12．入札金額は、当該物件の消費税を除いた金額を記載してください。

13．入札に際し、消費税を加算した金額で入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記

していたとしても、また、このことに気づき開札以前に訂正、又は取消の申し出があって

も、当該入札書は前項によって入札したによって入札したものと見なし、訂正、取消等は

認めません。

14．落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税１０％を加算した

金額となります。

この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は、切り捨てとします。

15．入札にあたり、入札保証金を必要とする場合は、入札予定金額（消費税を除く金額）に

該当金額の消費税額１０％を加算した金額の５％以上の保証金、又は当該保証金以上の担

保の提供を要します。契約締結以降に係る違約金、遅延金等は全て消費税を加算したもの

となります。

16．契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除



き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものについては、全て消費税が加算

された契約額が対象となります。

17．暴力団排除に関する誓約事項

（１）入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について、入札書の提出をもっ

てこれに同意したものとします。

（２）前述の暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められ

た者の入札については無効とします。

18．本物件の売買契約書には「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森

林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。」と記載されますので、

この記載内容をもって木質バイオマス証明に代えることとします。



三陸北部森林管理署

入札番号 物件所在地 契約関係  伐採方法 面積(ha) 林齢 樹種 本数(本) スギ カラマツ その他N L 合計 延納 搬出期間

（一般材） （一般材）

夏節国有林
1 563つ4林小班 分収造林 皆伐 11.03 55 アカマツ外

明戸国有林
2 573へ林小班 分収造林 皆伐 3.25 56 アカマツ外 36ヶ月

下大板屋国有林
3 516ろ4小班外1 国有林 皆伐 0.85 59～64 カラマツ外 36ヶ月

外山国有林
4 36よ11林小班 分収造林 皆伐 5.79 63 アカマツ外

穴乳山国有林
5 56へ8林小班 分収造林 皆伐 2.47 27 コナラ外 36ヶ月

穴乳山国有林
6 56へ9林小班 分収造林 皆伐 1.66 26 コナラ外 36ヶ月

穴乳山国有林
7 56へ10林小班 分収造林 皆伐 2.34 26 コナラ外 36ヶ月

合計 27.39 37,915 1,193 131 3,957 2,410 7,689.92

3,712.72

119.65
官収分のみ

認める

5,107 1.83 166.74 168.57
官収分のみ

認める

3,627 1.30 118.35

公　売  物  件  一  覧  表　（　立　木　）

幹材積(m3)

官収分のみ
認める

5,396 1.93 176.05 177.98
官収分のみ

認める

5,917 1,190.76 2,374.85 147.11 36ヶ月

2,204.56
官収分のみ

認める
36ヶ月

3,546 953.95 150.31 1,104.26
官収分のみ

認める

13,591 2.14 599.52 1,602.90

202.18 認める731 130.75 23.19 48.24



以下の物件について、下記日程によりご案内いたしますので、お知らせします。

売払番号 林小班 案　内　日　時 集　合　場　所 案 内 者

現　　地　　案　　内　　書

位　置　図

１ 563つ4
令和５年７月１３日
　　　　　 １３：３０～

岩泉森林事務所

森林官
(岩泉担当区)

主任森林整備官
一般職員

岩泉森林事務所

駐車場



以下の物件について、下記日程によりご案内いたしますので、お知らせします。

売払番号 林小班 案　内　日　時 集　合　場　所 案 内 者

現　　地　　案　　内　　書

位　置　図

２ 573へ
令和５年７月１３日
　　　　　 １０：００～

尾肝要コミュニティ
センター駐車場

森林官
(田野畑担当区)
主任森林整備官

一般職員

尾肝要コミュニティセン

ター駐車場



以下の物件について、下記日程によりご案内いたしますので、お知らせします。

売払番号 林小班 案　内　日　時 集　合　場　所 案 内 者 位　置　図

３
516ろ1

外1
令和５年７月１４日
　　　　　 ９：３０～

やまびこ産直館
駐車場

森林官
(釜津田担当区)
主任森林整備官
一般職員

56へ10

４ 36よ11

５ 56へ8

６ 56へ9

現　　地　　案　　内　　書

　令和５年５月公売の再公告物件のため、
この物件の現地案内を希望される方は、個
別の対応とさせて頂きます。
　案内、物件の詳細については、下記の担
当者へお問い合わせください。

お問い合わせ先
　三陸北部森林管理署
　業務グループ　経営担当
　TEL:0193-62-6448

７

やまびこ産直館駐車場



様式第１号

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記1 及び2 のいず
れにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）
を警察に提示することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者
（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事
務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に
実質的に関与している者をいう。以下同じ）が、暴力団（暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力
団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三
者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい
るとき

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供
与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは
関与しているとき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用
するなどしているとき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい
るとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者
（１） 暴力的な要求行為を行う者
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。











物件番号 2　号 特約条項及び特記事項

明戸国有林

573へ林小班 8cm 10cm   20cm   30cm   40cm   50cm 60cm 本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法 以下 ～18cm  ～28cm  ～38cm  ～48cm  ～58cm 以上 （本） (m3) （ｃｍ）（ｍ）

伐採方法 皆伐 アカマツ 生立木 一般材 110 657 406 109 1,282 799.30 28 20

面積(ha) 3.25 アカマツNA 生立木 235 219 32 16 502 154.65 22 15

林齢(年) 56 N計 0 345 876 438 125 0 0 1,784 953.95

搬出期間(ヶ月) 36

契約関係 分収造林 他L 生立木 低質材 608 920 187 47 1,762 150.31 12 9

標準地面積(ha) 0.21 L計 608 920 187 47 0 0 0 1,762 150.31

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －

合　計 608 1,265 1,063 485 125 0 0 3,546 1,104.26

法令制限、その他留意事項

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級

物件所在地
１　伐採した立木の残材や末木枝条等を、沢縁・土場敷・林道沿線等に
放置しないで下さい。残材や末木枝条等も搬出期間内に整理して下さ
い。

２　沢及び沢縁を集材する必要が生じた場合は、河川を汚濁して下流
の民生に被害を与えることのないよう、必要な防止措置を講じて下さ
い。

３　搬出等に当たって、林道等を損壊した場合は買受者の責において
修繕していただきます。また、採石等の敷き込みも買受者で行っていた
だきます。

４　埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速や
かにその旨を森林管理署へ連絡し、森林管理署長の指示に従って下さ
い。

５　作業着手前には管轄森林事務所へ入林届の提出をお願いします。
また、作業実行に当たっては、労働安全の諸法令を遵守し、災害発生
時には速やかに森林管理署等に連絡して下さい。

６　本物件は分収造林です。分収木に関する特約条項は別紙に記載し
ています。分収権者の分収に係わる代金の納付については、契約後提
示する方法により納入してください。分収割合は官収：３０％、民収：７
０％です。

７　林業における労働災害防止の観点から、立木販売契約情報（売買
契約者名・事業着手前に提出された入林届）を労働基準監督署へ情報
提供します。また、提供された情報に基づき、労働基準監督署による現
場点検や安全指導が行われる場合があります。

８　本物件の周辺は保安林となっています。搬出に際し使用する場合に
は、保安林協議のため作業着手前に作業仕組計画書の提出が必要と
なり、諸手続に4週間程度の期間を要します。

９　本物件は標準地調査法により立木調査を行っています。実際の本
数。材積とは合致しませんのでご承知おきください。

１０　本物件は隣接する村道からの搬出を想定しています。この物件の
購入者は、田野畑村が指定する様式によって申請及び協議が必要で
す。

樹  種 種  類
一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均







































東北森林管理局

森林作業道特記仕様書（立木販売）

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第

６５６号林野庁長官通知）に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条

件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。本事業で作設する路網は継続的に用

いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書による。

なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針によることを

基本とする。

１ 路網計画

① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、作設指針等に基づき現地踏査を行い、

現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を路線計画図

（1/5000）にかん入し、森林官等に提出する。

② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安

全な箇所を通過するよう計画する。

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確認

を受ける。

２ 森林作業道作設の基本的工法

① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、堅固で簡易な土構造によることを基本と

する。

なお、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置する。

② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効

な波形勾配による分散排水を基本に作設する。

③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、

枝条、転石の活用に努める。

④ 支障木の伐開幅は、必要最小限となるよう計画する。

３ 森林作業道の施工規格

（１）幅員、最小曲線半径及び縦断勾配

① 幅員は３mまでとする。ただし、林業機械の作業の安全性・効率性の確保の

観点から、必要に応じて、０．５m程度以内の余裕幅を付加することができる。

② 最小曲線半径は６．０m程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材

の長さを勘案して決定する。

③ 縦断勾配は概ね１８％（１０°）程度以下とし、やむを得ない場合は短区間

に限り２５％（１４°）程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した

波形勾配とする。



（２）切土

① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土

のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは１．５m程度以内を

基本とする。

② なお、土質に応じて、また、切土高が高くなる場合は、のり面勾配は６分（５

９°）、３分（７３°､岩石）とする。
（３）盛土

① 盛土については、強固な路体を作設するため、基礎部を掘削整地してから概

ね３０㎝程度の層ごとにバケット背面及び覆帯で締固めながら積み上げる。

なお、盛土のり面が高くなる場合や強度を有しない土質の場合は、丸太組工

等により補強すること。

② のり面勾配は１割（４５°）程度を基本とする。

③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土はのり面保護工に活用し、転石は路

体に埋設して路体強化に活用する。

なお､伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活

用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。

④ 盛土量の調整は山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も

加えて行う。

（４）切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。

４ 施工管理

事業終了時には洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講じるものとする。



別 紙

保 残 木 標 準 断 面 図

切 土 の り 面 及 び 盛 土 側 も 、 立 木 を 出 来 る 限 り 残 す よ う

必 要 最 小 限 の 伐 開 幅 と す る

○ 幅 員 は ３ ｍ ま で と す る 。 但 し 、 林 業 機 械 を 用 い た 作 業 の 安 全 性 、 作 業 性 の 確 保 の 観 点 か ら 、

当 該 作 業 を 行 う 区 間 に 限 っ て 、 ０ ． ５ ｍ 程 度 の 余 裕 を 付 加 す る こ と が で き る も の と す る 。

必要最小限の伐開幅

幅員３ｍ
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令和４年４月 25 日改訂 

 

ナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン 

－岩手県農林水産部森林整備課－ 

 

 

 

 

 

・ ナラ枯れ被害は林齢が高いほどリスクが高いとされています。 

・ ナラ類を伐採し森林を更新することは、被害拡大防止にも役立ちます。 

・ ただし、被害地域からの材の移動による未被害地域への被害拡大には注意

が必要ですので、このガイドラインで示す３つの事項を遵守いただくようご

協力願います。 

 
 
 
 
 
 
 

《ガイドラインの目的》 

 

 

 

 
【なぜ？】 
・６月から９月の間は、カシノナガキクイムシが被害木から大量に羽化・脱出

する期間です。 
・健全木を伐採するとカシノナガキクイムシを誘引し、周辺で被害が拡大し 

ます。 
 
 
 
 

《ガイドラインのねらい》 

このガイドラインは、被害地域内でナラ類（ミズナラ、コナラ、クリ、

クヌギ、カシワ）を伐採する際の時期と被害材の移動について注意点を

定めたものであり、被害地域以外では通常の施業で構いません。 

被害地域（前年又は当年の被害木から２km の範囲）は刻々と変化しま

すので、（詳細については、広域振興局・農林振興センター、市町村林業

担当課で確認してください。） 

森林所有者並びに素材生産業者の皆様へ 
 

ナラ枯れ被害拡大中！被害にあう前に、 

積極的にナラ類を伐採利用しましょう！ 

１ 被害地域では、６月から９月の間は、ナラ類を伐採しない。 

補足１ 

やむを得ずこの期間に伐採する場合は、伐採前に所在先の広域振興局・

農林振興センター林務担当課に相談願います。 
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【なぜ？】  
・カシノナガキクイムシが寄生した被害木が混入しているおそれがあり、移 

動先でカシノナガキクイムシが羽化し、周辺に新たな被害が発生する危険性

あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【なぜ？】 
・６月下旬からカシノナガキクイムシが羽化・脱出し、移動先で被害が発生  

する恐れがあります。 
・厚さ 10mm 以下に破砕（チップ化等）又は焼却（炭化を含む）することで

カシノナガキクイムシを駆除することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被害地域で伐採した丸太等を未被害地域へ移動しない。 

３ 葉が萎れ枯死している、根元に木くずが堆積しているなど、ナラ枯れ被

害木のおそれのあるナラ類を伐採した場合は、伐倒後に切り株の高さが

10cm 以下となるよう切り直し、切り取った部分は薬剤くん蒸や破砕、焼却

等により処理してください。 

補足２ 

 被害地域であっても、単木的に健全木のみ搬出可能な場合などは、健全

木であることを確認のうえで、直近の 6 月 20 日までに未被害地域へ移動す

ることが可能ですが、健全木かどうかの確認については、伐採前に所在先

の広域振興局・農林振興センター林務担当課にご相談下さい。 

補足１ 

ただし、チップや燃料として利用する場合であって、直近の 6 月 20 日

までに破砕や焼却等の処理を行う場合は、次の手続により移動して構い

ません。 

・「ナラ枯れ被害材等の移動と処理期限に関する通知書」(以下「通知書」

という。)を販売及び譲渡する相手先を通じて、チップや燃料として利

用する相手方に確実に通知し、本ガイドラインに示す処理期限と処理

方法を徹底願います。 

・この通知書は伐採地所在先の広域振興局・農林振興センター林務担当課

（以下「振興局等」）にもコピーを提出して下さい。 

・通知書を受領した振興局等は、チップや燃料として利用する相手方所

在先の振興局等に対して情報提供し、巡視活動の参考とします。 

 

しお 
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【なぜ？】 
・カシノナガキクイムシは根元部分に多    
数寄生しているため、駆除する必要が  
あります。 

 
   
  
【ナラ枯れ被害とは？】 

 「カシノナガキクイムシ」が運ぶ「ナラ菌」（病原菌）によって、ナラ類が枯死する流行

病です。 

 
 
 
 
 
【被害の特徴は？】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
被害拡大時 被害拡大時

前年の被害木から新成虫が

羽化脱出する。 

☛岩手県では６月下旬頃か

ら羽化脱出が始まる。 

７月～翌年６月下旬 

集中的にアタックされたナラ類

は枯死し、樹木内部ではカシノナ

ガキクイムシが繁殖する 

被害は７月から８月の間に拡大する 

７月～８月 

健全木にアタックし、フェロモン

等を発散し、仲間を集める。 

フェロモン等により、多数

の成虫が集合し、健全木に

アタック（穿入）する。 

夏に葉が一斉にしおれる 幹には 2mm 程度の穴が多数 根元には大量の木くずが堆積 

カシノナガキクイムシ 
右：メス 左：オス 
体長は５mm 程度 

 

ナラ菌 
写真提供：国立研究開発法人森

林総合研究所関西支所 
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岩手県ナラ枯れ被害材等の移動と処理期限に関する通知書 

 
 

 年 月 日 
 
 
            様 
住所： 
（℡    －    －    ） 
 

住所： 

氏名又は名称：           ○印 

（℡    －    －    ） 
 
 
 

この木材には、ナラ枯れ被害材が混入しているおそれがありますので、「ナラ

枯れ被害材等の移動に関するガイドライン」に基づき、次のとおり通知します。 

 

 

１ 処理期限     年 6月 20日まで（カシノナガキクイムシの羽化脱出前）   

  

２ 処理方法 ナラ枯れの被害木が混入又は混入しているおそれがあります。 

       適正な処理を行わないと、周辺にナラ枯れ被害が拡大する恐れ

がありますので、処理期限までに、厚さ 10mm 以下に破砕（チッ

プ化）又は焼却（炭化を含む）してください。 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

・通知先に「ナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン」の写しを渡し、確実な処

理を依頼してください。（ガイドラインは岩手県のホームページから入手できます。） 

・通知書のコピーを伐採地所在先の広域振興局・農林振興センター林務担当課にも提出

して下さい。（受領した通知書は巡視活動の参考とします。） 
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ナラ枯れ被害の被害地域と隣接地域 

凡  例 

被害地域（被害木から 2km 以内） 

隣接地域（被害木から 30km 以内） 

この区域図は令和３年 12 月末現在のもの

で、状況が変化している場合がありますの

で、詳細等は現地の広域振興局・農林振興セ

ンター林務担当課にお問合せください。 
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広域振興局・農林振興センター 一覧 

 

窓 口 

電話番号 

(FAX番号) 
住 所 

盛岡広域振興局林務部     
林業振興課 

019-629-6613 

(019-629-6624) 

〒020-0023  

盛岡市内丸11-1 

 

県南広域振興局林務部     
林業振興課 

0197-22-2871 

(0197-22-6194) 

〒023-0053  

奥州市水沢区大手町1-2 

 

県南広域振興局  
花巻農林振興センター       
林業振興課 

0198-22-4932 

(0198-22-6714) 

〒025-0075  

花巻市花城町1-41 

 

県南広域振興局      
遠野農林振興センター林務課 

0198-62-9933 

(0198-62-9899) 

〒028-0525  

遠野市六日町1-22 

 

県南広域振興局農政部  
一関農林振興センター      
林業振興課 

0191-26-1893 

(0191-26-1875) 

〒021-8503  

一関市竹山町7-5 

 

沿岸広域振興局農林部      
0193-25-2704 

(0193-27-2843) 

〒026-0043  

釜石市新町6-50 

 

沿岸広域振興局農林部  
宮古農林振興センター林務室   
林業振興課 

0193-64-2215 

(0193-64-4594) 

〒027-0072  

宮古市五月町1-20 

 

沿岸広域振興局農林部  
宮古農林振興センター林務室  
岩泉林務出張所 

  

0194-22-3113 
(0194-22-5173) 

〒027-0501  

岩泉町岩泉字松橋 24-3 

 

沿岸広域振興局農林部  
大船渡農林振興センター     
林業振興課 

0192-27-9914 

(0192-27-8543) 

〒022-8502  

大船渡市猪川町字前田6-1 

 

県北広域振興局林務部     
林業振興課 

0194-53-4984 

(0194-53-2304) 

〒028-8042  

久慈市八日町1-1 

 

県北広域振興局林務部  
二戸農林振興センター林務室 
林業振興課 

0195-23-9204 

(0195-25-5652) 

〒028-6103  

二戸市石切所字荷渡 6-3 

 


